




●資金需要者である顧客 

●保証人になろうとする者 

顧 客 等 

● 債 務 者 

● 保 証 人 

債務者等 

資金需要者等 



現金自動設備 

現金自動支払機 

現金自動受払機 



本 店 

支 店 支 店 

統 括 

統 括 統 括 

課 長 等 

代 行 

5 0人以上 



５ 年 間 

A 社 

登録取消し 



A 社 総理大臣等 

6 月 

登 録 

登

録 



５ 年 間 

Aに懲役１年 

の 判 決 確 定 

刑の執行終了 



能力制限 

後見開始
の 審 判 

後見人 

家 裁 

Ｃ Ａ 申立権者 

申 立 



能力制限 

家 裁 

Ｃ Ａ 申立権者 

申 立 

取 消 

の 審 判 

後見人 



業 者 A 都 知 事 

神奈川県知事 

登

録 



業 者 A 都 知 事 

神奈川県知事 

登

録 

登

録 



業 者 A 都 知 事 

神奈川県知事 

登

録 



貸金業者 
都 知 事 

変 更 

の届出 

登録事項 

の 変 更 

登

録 
登

録 

営 業 所 等 の 名 称 と 所 在 地 

電 話 番 号 そ の 他 連 絡 先 





Ｂ A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

本件貸付契約 

時 



Ｂ A 社 
貸 付 に 係 る 契 約 

本件貸付契約 

承 諾 



Ｂ A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

本件貸付契約 

電磁的方法の種類と内容 



Ｂ A 社 
貸 付 に 係 る 契 約 

本件貸付契約 

承 諾 

内

容 



Ｂ A 社 極度方式基本契約 

本件貸付契約 

前 

貸 付 に 係 る 契 約 



業 者 A 極度方式基本契約 

貸付けに係る契約 

時 

Ｂ 

基
時 



業 者 A 
極度方式基本契約 

貸付けに係る契約 

Ｂ 
利 率 の 変 更 契 約 

基
変 



Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

変 更 契 約 

返済能力 

の 低 下 



Ｂ 

業 者 A 保 証 契 約 

Ｃ 

貸付けに係る契約 

保
前 



Ｂ 

業 者 A 保 証 契 約 

Ｃ 

貸付けに係る契約 

保
前 

概
要 

詳
細 



Ｂ 

業 者 A 保 証 契 約 

Ｃ 

貸付けに係る契約 

保
時 
保
前 

契約年月日 



顧 客 Ｂ 業 者 A 

閲覧・謄写 

代 理 人 

拒

否 

時 



Ｂ 

業 者 A 

極度方式保証契約 

Ｃ 

極度方式基本契約 

本件貸付契約 

本件保証契約 



Ｂ 

業 者 A 

極度方式保証契約 

Ｃ 

極度方式基本契約 

貸付けに係る契約 

時 

時 



極
保
契
約 

業 者 A 

時 時 

保証人Ｃ 

貸 貸 



業 者 A 

簡 

貸 

簡 Ｍ 

貸 

Ｃ 

極
保
契
約 



業 者 A 

受 受 

弁 弁 

極
保
契
約 

Ｃ 



業 者 A 

Ｍ 簡 簡 

弁 弁 

極
保
契
約 

Ｃ 





過 剰 貸 付 け の 禁 止 

基準額超過極度方式基本契約の規制 

個人過剰貸付契約の禁止 



Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

3 0万円 

貸付けに係る契約 



Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

3 0万円 

6 0万円 

変 更 契 約 



指定信用情報機関 

A 社 

信用情報 



Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

3 0万円 

6 0万円 

変 更 契 約 

源

泉 



業 者 A 

Ｂ 

最 終 の 

返済期日 

基
本
契
約 

契

約 

契

約 

基本契約 

解除の日 



業 者 A 

Ｂ 

最 終 の 

返済期日 

基
本
契
約 

契

約 

契

約 

基本契約 

解除の日 



Ｂ 

業 者 A 

Ｃ 

貸付けに係る契約 

本件貸付契約 

保 証 契 約 

本件保証契約 



A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 個 人 

法 人 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 

返 済 能 力 の 調 査 

返済能力を超える契約締結は禁止 



A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 個 人 

法 人 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 

指 定 信 用 情 報 機 関 を 利 用 



指定信用情報機関 

A 社 

信用情報 



A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 個 人 

法 人 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 

源 泉 徴 収 票 等 の 徴 求 



最 終 の 

返済期日 

保証債務 

消滅の日 



最 終 の 

返済期日 

保証債務 

消滅の日 



A 社 
貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

貸 付 け る 金 額 

（ 極 度 額 ） 基

準

額 



極度方式貸付けに係る契約 

個人過剰貸付契約から除かれる契約 

利益の保護に支障を生ずることのない契約等 



A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 

銀 行 

貸

付 

1月を超えない 



配偶者Ｂ 

業 者 A 
主 婦 Ｃ 

基

準

額 

基
準
額 



A 社 Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

そ の 極 度 額 

極度方式基本契約 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

基

準

額 



基
本
契
約 

業 者 A 

Ｂ 

３ ヵ 月 ３ ヵ 月 



A 社 Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

そ の 極 度 額 
1 0 0万円

超 

極度方式基本契約 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

源

泉 



A 社 Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

そ の 極 度 額 

極度方式基本契約 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

基

準

額 



Ｘ 社 Ａ 

契 約 

Ｘ 社 
指 定 信 用 

情報機関Ｙ 

個 



Ｘ 社 Ａ 

契 約 

Ｘ 社 Ａ 

同 意 



Ｘ 社 Ａ 

契 約 

Ｘ 社 
指 定 信 用 

情報機関Ｙ 



Ｘ 社 Ａ 

契 約 

Ｘ 社 

指 定 信 用 

情報機関Ｙ 

契 約 

Ｘ 社 Ａ 

契 約 





１ ０ 万円 100万円 

年20% 
年18% 

年15% 



債務者Ｂ 業 者 A 金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 

1 0 0 万円 

年 2 0 % 

年 1 5 % 



１ ０ 万円 100万円 

年2 0 % 



保証業者 

債務者Ｂ 業 者 A 

営 業 的 

保 証 料 の 契 約 

金 銭 消 費 貸 借 

法定上限額 

利息の額 



処 罰 

利 息 と 合 算 し て 年 2 0 % 

保証料 債務者Ｂ 

保 証 料 の 契 約 

保証業者 



Ｂ 業 者 A 
金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 

50万円 1 8 ％ 

金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 60万円 
1 8 ％ 

1 5 ％ 

1 5 ％ 



Ｂ 業 者 A 
金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 

10万円 1 8 ％ 

金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 5 万 円 
2 0 ％ 1 8 ％ 



Ｂ 業 者 A 
金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 

50万円 1 8 ％ 

金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 70万円 
1 8 ％ 

取締役X 



Ｂ 業 者 A 
金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 

50万円 1 8 ％ 

金 銭 消 費 貸 借 

利 息 の 契 約 80万円 
1 8 ％ 

業 者 Ｙ 

1 5 ％ 



債務者Ｂ 業 者 A 
金 銭 消 費 貸 借 

元本以外 



裁判所 

業 者 A 

1 0 5 円 

2 1 0 円 



債務者Ｂ 

業 者 A 

銀 行 
２ 回 目 以 降 



A 社 受 託 者 

委 託 

必要・適切な監督 

資金需要者等の保護 



委 託 元 委 託 先 

委 託 

再委託先 

委 託 

監 督 



A 社 Ｘ 社 委 託 
顧 客 



Ｂ 

A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 

Ｃ 

告 知 

告 知 

虚 偽 の こ と 



Ｂ 

A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

保 証 契 約 

Ｃ 

不 告 知 

不 告 知 
貸 付 け の 契 約 の 重 要 事 項 



不 正 な 行 為 

著 し く 不 当 な 行 為 


